
京
都
大
学
に
お
け
る
学
生
納
付
金
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

（
平
成
十
六
年
達
示
第
百
三
十
七
号
）

京
都
大
学
に
お
け
る
学
生
納
付
金
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
検
定
料
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の
者
の
申
出
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
を
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。

一

京
都
大
学
通
則
（
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
。
以
下
次
号
に
お
い
て
「
通
則
」
と
い
う

）
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
学
部
の
入
学
に
係
る
試
験
を
二
段
階
の
選
抜
方
法
で
実
施

。

す
る
場
合
に
お
い
て
、
出
願
書
類
等
に
よ
る
第
一
段
階
目
の
選
抜
に
合
格
し
な
か
っ
た
者

一
万
三
千
円

二

通
則
第
五
十
三
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
通
則
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
法
科
大
学
院
の
入
学
に
係
る
試
験
を
二
段
階
の
選
抜
方
法
で
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
、
出
願

書
類
等
に
よ
る
第
一
段
階
目
の
選
抜
に
合
格
し
な
か
っ
た
者

二
万
三
千
円

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
年
度
に
お
け
る
在
学
期
間
が
十
二
月
に
満
た
な
い
者
の
授
業
料
は
、
当
該
授
業
料
の
年
額
の
十
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
在
学
す
る
月
数
（
一

月
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
月
と
す
る

）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

。

第
三
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に

「
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
」
を
「
徴
収
し
、
又
は
入
学
年
度
に
係
る
授
業
料
に
つ
い
て
入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
の
申

、

出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
入
学
料
を
徴
収
す
る
と
き
に
第
一
期
若
し
く
は
第
一
期
及
び
第
二
期
に
係
る
授
業
料
を
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第

二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
第
三
項
の
場
合
に
お
け
る
授
業
料
の
徴
収
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
在
学
期
間
が
第
一
期
及
び
第
二
期
に
ま
た
が
る
と
き
は
そ
れ
ぞ
れ
の
期

に
お
け
る
在
学
月
数
に
応
じ
た
額
を
当
該
学
生
が
入
学
又
は
復
学
し
た
月
及
び
十
月
に
徴
収
し
、
当
該
年
度
に
お
け
る
在
学
期
間
が
第
一
期
又
は
第
二
期
の
期
間
内
の
と
き
は
当
該
期

に
お
け
る
在
学
月
数
に
応
じ
た
額
を
当
該
学
生
が
入
学
又
は
復
学
し
た
月
に
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
適
用
す
る
。

２

法
科
大
学
院
に
お
け
る
検
定
料
の
徴
収
方
法
の
特
例
等
を
定
め
る
規
程
（
平
成
十
五
年
達
示
第
四
十
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。


